
国
有
林
野
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
め
の
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改

正
す
る
等
の
法
律
案
要
綱

第
一

国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

定
義
の
追
加

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
国
有
林
野
事
業
」
と
は
、
国
有
林
野
の
管
理
経
営
（
国
有
林
野
と
一
体
と
し
て
整
備
及
び
保
全

を
行
う
こ
と
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
民
有
林
野
の
整
備
及
び
保
全
で
あ
っ
て
、
国
が
行
う
も
の
を
含
む
。
）
の
事
業
を
い

う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
関
係
）

二

管
理
経
営
基
本
計
画
の
記
載
事
項
の
見
直
し
等

国
有
林
野
と
一
体
と
し
て
整
備
及
び
保
全
を
行
う
こ
と
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
民
有
林
野
の
整
備
及
び
保
全
に
関
す

（一）
る
基
本
的
な
事
項
を
管
理
経
営
基
本
計
画
の
記
載
事
項
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
第
二
項
関
係
）

管
理
経
営
基
本
計
画
は
、
森
林
に
お
け
る
生
物
の
多
様
性
の
保
全
、
国
民
の
需
要
に
即
し
た
林
産
物
の
供
給
、
効
率

（二）
的
か
つ
安
定
的
な
林
業
経
営
を
担
う
べ
き
人
材
の
育
成
及
び
確
保
そ
の
他
国
有
林
野
事
業
及
び
民
有
林
野
に
係
る
施
策

の
一
体
的
な
推
進
に
配
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
第
三
項
関
係
）



三

地
域
管
理
経
営
計
画
の
記
載
事
項
の
見
直
し
等

公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
に
基
づ
く
林
道
の
開
設
そ
の
他
国
有
林
野
と
一
体
と
し
て
整
備
及
び
保
全
を
行
う
こ
と

（一）
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
民
有
林
野
の
整
備
及
び
保
全
に
関
す
る
事
項
を
地
域
管
理
経
営
計
画
の
記
載
事
項
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
第
二
項
関
係
）

二
の

は
、
地
域
管
理
経
営
計
画
に
つ
い
て
準
用
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
第
三
項
関
係
）

（二）

（二）

森
林
管
理
局
長
は
、
国
有
林
野
事
業
及
び
民
有
林
野
に
係
る
施
策
の
一
体
的
な
推
進
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

（三）
と
き
は
、
関
係
都
道
府
県
知
事
及
び
関
係
市
町
村
長
に
必
要
な
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
第
六
項
関
係
）

四

分
収
造
林
契
約
の
存
続
期
間
の
見
直
し

農
林
水
産
大
臣
は
、
造
林
者
か
ら
長
伐
期
施
業
を
行
う
た
め
分
収
造
林
契
約
の
存
続
期
間
を
延
長
し
た
い
旨
の
申
出
が

あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
分
収
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
め
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
一

回
ご
と
に
八
十
年
を
超
え
な
い
範
囲
で
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
関
係
）

五

分
収
育
林
契
約
の
存
続
期
間
の
見
直
し



農
林
水
産
大
臣
は
、
費
用
負
担
者
か
ら
長
伐
期
施
業
を
行
う
た
め
分
収
育
林
契
約
の
存
続
期
間
を
延
長
し
た
い
旨
の
申

出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
分
収
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
め
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

、
一
回
ご
と
に
六
十
年
を
超
え
な
い
範
囲
で
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
の
五
関
係
）

六

共
用
林
野
の
設
定
用
途
の
拡
充

共
用
林
野
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
用
途
と
し
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
共
同
の
利
用
に
供
す
る
た
め
の
林
産
物

の
採
取
を
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
十
八
条
関
係
）

第
二

森
林
法
の
一
部
改
正

一

森
林
管
理
局
長
は
、
国
有
林
の
地
域
別
の
森
林
計
画
に
定
め
ら
れ
た
公
益
的
機
能
別
施
業
森
林
区
域
内
に
存
す
る
国
有

林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
国
有
林
と
一
体
と
し
て
整
備

及
び
保
全
を
行
う
こ
と
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
に
定
め
ら
れ
た
公
益
的
機
能
別
施
業
森
林
区
域
内

に
存
す
る
民
有
林
の
森
林
所
有
者
等
又
は
当
該
森
林
所
有
者
等
及
び
当
該
民
有
林
の
土
地
の
所
有
者
と
公
益
的
機
能
維
持

増
進
協
定
を
締
結
し
て
、
公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
区
域
内
に
存
す
る
森
林
の
整
備
及
び
保
全
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
の
十
五
第
一
項
関
係
）



二

公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
区
域
及
び
そ
の
面
積
、
森
林
管
理
局
又
は
森
林
所
有
者
等
が
行
う
森
林
施
業
の
種
類
並
び

に
そ
の
実
施
の
方
法
及
び
時
期
そ
の
他
公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
区
域
内
に
存
す
る
森
林
の
整
備
及
び
保
全
に
関
す
る

事
項
、
林
道
の
開
設
及
び
改
良
並
び
に
作
業
路
網
そ
の
他
の
施
設
の
設
置
及
び
維
持
運
営
に
関
す
る
事
項
、
費
用
の
負
担

、
公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
の
有
効
期
間
並
び
に
公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置
を
公
益
的
機

能
維
持
増
進
協
定
の
記
載
事
項
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
の
十
五
第
一
項
関
係
）

三

公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
に
つ
い
て
は
、
公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
区
域
内
に
存
す
る
民
有
林
の
森
林
所
有
者
等

及
び
当
該
民
有
林
の
土
地
の
所
有
者
の
全
員
の
合
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
の
十
五
第
二
項
関
係
）

四

公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
の
有
効
期
間
は
、
十
年
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
の
十
五
第
三
項
関
係
）

五

公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
の
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ

と
。

国
有
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
め
に
有
効
か
つ
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（一）



民
有
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（二）

森
林
の
利
用
を
不
当
に
制
限
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

（三）

公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
区
域
内
に
存
す
る
民
有
林
又
は
当
該
公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
区
域
に
近
接
す
る
民

（四）
有
林
に
お
い
て
、
都
道
府
県
が
治
山
事
業
を
行
い
、
又
は
行
お
う
と
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
治
山
事
業
の
実
施
に
関

す
る
計
画
と
の
整
合
性
に
配
慮
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
第
十
条
の
十
五
第
四
項
関
係
）

六

森
林
管
理
局
長
は
、
公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
公
益
的
機
能
維
持
増

進
協
定
区
域
内
に
存
す
る
民
有
林
又
は
当
該
公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
区
域
に
近
接
す
る
民
有
林
に
お
い
て
都
道
府
県

が
治
山
事
業
を
行
い
、
又
は
行
お
う
と
し
て
い
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
都
道
府
県
の
知
事
の
意
見
を
聴
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
の
十
五
第
五
項
関
係
）

七

森
林
管
理
局
長
は
、
公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
当
該
公
益
的

機
能
維
持
増
進
協
定
を
当
該
公
告
の
日
か
ら
二
週
間
利
害
関
係
人
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
の
十
六
第
一
項
関
係
）

八

七
の
公
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
利
害
関
係
人
は
、
七
の
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
公
益
的
機
能
維
持
増
進
協



定
に
つ
い
て
、
森
林
管
理
局
長
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
の
十
六
第
二
項
関
係
）

九

森
林
管
理
局
長
は
、
七
の
縦
覧
期
間
満
了
後
、
当
該
公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
に
つ
い
て
、
関
係
市
町
村
の
長
の
意

見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
の
十
六
第
三
項
関
係
）

十

森
林
管
理
局
長
は
、
公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
を
締
結
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
か
つ
、
当
該
公
益
的
機

能
維
持
増
進
協
定
の
写
し
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
区
域
で
あ
る
旨
を
当
該
公

益
的
機
能
別
施
業
森
林
区
域
内
に
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
遅
滞
な
く
、
公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
を

締
結
し
た
旨
を
関
係
市
町
村
の
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
の
十
七
関
係
）

十
一

公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
は
、
十
の
公
告
の
あ
っ
た
後
に
お
い
て
当
該
公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
区
域
内
に
存

す
る
民
有
林
の
森
林
所
有
者
等
又
は
当
該
民
有
林
の
土
地
の
所
有
者
と
な
っ
た
者
に
対
し
て
も
、
そ
の
効
力
が
あ
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
の
十
九
関
係
）

十
二

公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
に
基
づ
い
て
立
木
を
伐
採
す
る
場
合
に
は
、
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の
届
出
を
不
要

と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
の
八
関
係
）



第
三

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
を
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
五
十
八
条
か
ら
第
百
七
十
一
条
ま
で
及
び
附
則
第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
関
係
）

二

国
有
林
野
事
業
債
務
管
理
特
別
会
計
を
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
同
会
計
の
負
担
に
属
す
る
借
入
金
に
係
る
債

務
の
処
理
が
終
了
す
る
日
の
属
す
る
年
度
（
以
下
「
債
務
処
理
終
了
年
度
」
と
い
う
。
）
の
末
日
ま
で
の
期
間
に
限
り
設

置
し
、
一
に
よ
る
廃
止
前
の
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
の
負
担
に
属
す
る
借
入
金
に
係
る
債
務
の
処
理
に
関
す
る
経
理
を

行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
六
十
七
条
の
二
及
び
第
二
百
六
条
の
二
関
係
）

三

国
有
林
野
事
業
債
務
管
理
特
別
会
計
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
法
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
管
理
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

（
附
則
第
二
百
六
条
の
三
関
係
）

四

国
有
林
野
事
業
債
務
管
理
特
別
会
計
に
お
け
る
歳
入
及
び
歳
出
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

歳
入

（一）
１

一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金

２

借
入
金



３

一
時
借
入
金
の
借
換
え
に
よ
る
収
入
金

４

附
属
雑
収
入

歳
出

（二）
１

借
入
金
の
償
還
金
及
び
利
子

２

一
時
借
入
金
の
利
子

３

借
り
換
え
た
一
時
借
入
金
の
償
還
金
及
び
利
子

４

附
属
諸
費

（
附
則
第
二
百
六
条
の
四
関
係
）

五

国
有
林
野
事
業
債
務
管
理
特
別
会
計
に
属
す
る
借
入
金
の
償
還
金
、
一
時
借
入
金
の
利
子
並
び
に
借
り
換
え
た
一
時
借

入
金
の
償
還
金
及
び
利
子
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
毎
会
計
年
度
、
国
有
林
野
の
林
産
物
収
入
等
か
ら
費
用
を
控
除
し
た

額
に
相
当
す
る
金
額
に
、
当
該
年
度
の
前
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る
予
算
と
決
算
の
差
額
を
調
整
し
た
額
に
相
当
す
る

金
額
を
、
一
般
会
計
か
ら
国
有
林
野
事
業
債
務
管
理
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
百
六
条
の
五
第
一
項
関
係
）

六

毎
会
計
年
度
、
当
該
年
度
に
お
い
て
支
払
う
べ
き
借
入
金
の
利
子
に
充
て
る
べ
き
金
額
を
、
一
般
会
計
か
ら
国
有
林
野



事
業
債
務
管
理
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
百
六
条
の
五
第
二
項
関
係
）

七

国
有
林
野
事
業
債
務
管
理
特
別
会
計
に
お
け
る
借
入
金
対
象
経
費
は
、
同
会
計
に
帰
属
す
る
も
の
と
さ
れ
た
借
入
金
の

償
還
金
の
財
源
に
充
て
る
た
め
に
必
要
な
経
費
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
百
六
条
の
六
関
係
）

八

国
有
林
野
事
業
債
務
管
理
特
別
会
計
に
お
い
て
、
歳
入
不
足
の
た
め
に
一
時
借
入
金
を
償
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
に
は
、
そ
の
償
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
金
額
を
限
り
、
同
会
計
の
負
担
に
お
い
て
、
一
時
借
入
金
の
借
換
え
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
百
六
条
の
七
関
係
）

九

国
有
林
野
事
業
債
務
管
理
特
別
会
計
の
債
務
処
理
終
了
年
度
の
収
入
及
び
支
出
並
び
に
債
務
処
理
終
了
年
度
以
前
の
年

度
の
決
算
に
関
し
て
は
、
同
会
計
の
廃
止
後
も
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
会

計
の
債
務
処
理
終
了
年
度
の
翌
年
度
の
歳
入
に
繰
り
入
れ
る
べ
き
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
一
般
会
計
の
歳
入
に
繰
り
入
れ

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
百
五
十
九
条
の
二
第
一
項
関
係
）

十

債
務
処
理
終
了
年
度
の
末
日
に
お
い
て
、
国
有
林
野
事
業
債
務
管
理
特
別
会
計
に
所
属
す
る
権
利
義
務
は
、
一
般
会
計

に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
百
五
十
九
条
の
二
第
二
項
関
係
）

第
四

特
定
独
立
行
政
法
人
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正



国
有
林
野
事
業
を
行
う
国
の
経
営
す
る
企
業
を
適
用
対
象
か
ら
外
す
こ
と
と
し
、
こ
れ
に
伴
い
、
題
名
を
「
特
定
独
立
行

政
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
五

国
有
林
野
事
業
を
行
う
国
の
経
営
す
る
企
業
に
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
例
法
及
び
国
有
林
野
事
業
の
改

革
の
た
め
の
特
別
措
置
法
の
廃
止

国
有
林
野
事
業
を
行
う
国
の
経
営
す
る
企
業
に
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
例
を
廃
止
す
る
こ
と
に
伴
い
、
国

有
林
野
事
業
を
行
う
国
の
経
営
す
る
企
業
に
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
例
法
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
、
国
有
林

野
事
業
特
別
会
計
の
廃
止
に
伴
い
、
国
有
林
野
事
業
の
改
革
の
た
め
の
特
別
措
置
法
を
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
六

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


